
（平成２４年９月２６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認鹿児島地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

厚生年金関係 4 件



鹿児島厚生年金 事案 880 

 

第１ 委員会の結論 

  １ 申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に

係る記録を平成３年 11 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 26 万

円とすることが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②のうち、平成４年８月１日から５年 10 月１日までの期間につ

いて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該期間の標

準報酬月額に係る記録を、４年８月及び同年９月は 26 万円、同年 10 月か

ら５年９月までは 20万円に訂正することが必要である。 

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年７月 24日から同年 11月１日まで 

           ② 平成４年８月１日から５年 11月１日まで 

  私は、Ａ社に勤務していたところ、関連会社のＢ社に転籍することにな

った。 

  しかし、勤務形態、勤務場所、業務内容について変更なく継続して勤務

し、厚生年金保険料も控除されていたので、申立期間①について、厚生年

金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  また、Ｂ社において、申立期間②に係る厚生年金保険の標準報酬月額が

低い額で記録されているが、給与が減額されたことはないので、申立期間

②に係る標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、オンライン記録によると、Ａ社は、当該期間は既

に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっているが、同社は法人事業

所であり、商業登記簿では申立期間①当時も会社が存続していたことが確



認できること、申立期間①に係る同社の雇用保険の被保険者記録を有する

者が５人確認できることから判断すると、同社は、申立期間①において事

業を継続しており、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満

たしていたと認められる。 

  また、申立人に係る雇用保険の被保険者記録、及びＡ社に係る厚生年金

保険の被保険者資格を申立人と同日に喪失し、Ｂ社に係る厚生年金保険の

被保険者資格を申立人と同日に取得していることが確認できる同僚の証言

から判断すると、申立人は、申立期間①について、Ａ社に継続して勤務し

（平成３年 11 月１日にＡ社からＢ社に転籍）、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  さらに、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における

平成３年６月のオンライン記録から、26万円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立期間①において適用事業所でありながら、社会保

険事務所に適用事業所でなくなる届出を行っていたと認められることから、

申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

２ 申立期間②のうち、平成４年８月１日から５年 10 月１日までの期間につ

いては、オンライン記録において、当初、Ｂ社における申立人の当該期間

の標準報酬月額が４年８月及び同年９月は 26 万円、同年 10 月から５年９

月までは 20 万円と記録されていたところ、５年１月６日付けで、当該期間

における標準報酬月額が４年の定時決定前である同年８月１日に遡って 12

万 6,000円に引き下げられていることが確認できる。 

  また、Ｂ社は、「平成４年当時、社会保険料を滞納していたところ、社

会保険事務所から呼出しを受け、同社会保険事務所の助言により、標準報

酬月額を遡って減額処理する届出を提出した。」と回答している上、同社

が提出した、社会保険事務所が平成５年１月 19 日付けで発行した納入告知

書不発行通知書等から判断すると、厚生年金保険料の滞納額を減額させる

ために行われた標準報酬月額の処理である可能性がうかがえる。 

  これらを総合的に判断すると、社会保険事務所においてこのような処理

を行う合理的な理由は無く、当該期間における標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た金額（平成４年８月及び同年

９月は 26万円、同年 10月から５年９月までは 20万円）に訂正することが

必要である。 

  一方、申立期間②のうち、平成５年 10 月１日から同年 11 月１日までの

期間については、Ｂ社は、「平成５年の定時決定は、減額した標準報酬月

額で届け出たが、社会保険事務所の関与は無かった。」と回答しており、

  

  

  

  

  

  

  



オンライン記録でも当該期間における同社に係る申立人の標準報酬月額が

遡って引き下げられているなどの不自然な点は確認できない。 

  また、申立人は、当該期間における標準報酬月額の相違について申し立

てているが、その主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は

無く、このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が、当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

  

  、



鹿児島厚生年金 事案 881 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を平成８年２月 21 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 38 万円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年２月 21日から同年３月 21日まで 

私は、昭和 53 年３月から現在までの間、Ａ社で継続して勤務しているに    

もかかわらず、申立期間の１か月の厚生年金保険の加入記録が無い。 

 申立期間は、私が平成８年２月 21 日付けで関連会社のＢ社への出向が解

かれるとともに、同日付けでＡ社のＣ支店に転勤となった時期に当たり、

申立期間中も途切れることなく勤務していた。 

 申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めてほしい。 

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社が保管する「労働者名簿」、「人事履歴」及び同社の回答から判断す

ると、申立人が、昭和 53 年３月 22 日から同社に継続して勤務し（平成８年

２月 21 日付けで関連会社のＢ社からＡ社に転勤）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成８

年３月のオンライン記録から、38万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立人がＢ社への出向が解かれ、Ａ社Ｃ支店に転勤となった日につい

て、「労働者名簿」及び「人事履歴」では平成８年２月 21 日となっていると

ころ、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得日が、いずれも同年３

  

  



月 21 日となっており、公共職業安定所及び社会保険事務所(当時)の双方が誤

って同じ資格取得日と記録したとは考え難いことから、事業主が同年３月 21

日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年２月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



鹿児島厚生年金 事案 882 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 26年生

住    所 ：  

    

     

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年６月１日から 63年１月１日まで 

 私のＡ社に係る厚生年金保険被保険者期間は、昭和 63 年１月１日からと

なっているが、私は、Ｂ社の厚生年金保険被保険者期間中の 61 年３月にＡ

社を設立し、Ｂ社の被保険者資格を喪失した 61 年６月からＡ社の厚生年金

保険に加入したので、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚

生年金保険料を給与から控除されていたことを認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「私がＡ社の社長であった。」と述べているところ、同社の商

業登記簿謄本等から、申立人が申立期間中、Ａ社の事業主であったことが確

認できる。 

 しかしながら、年金事務所の事業所記号等索引簿及びオンライン記録によ

ると、Ａ社は、昭和 63 年１月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている

ことが確認でき、申立期間当時は、適用事業所となっていない。 

 また、申立人は、申立期間始期の昭和 61 年６月当時のＡ社の社員数につい

て、申立人及び従業員５人の計６人であったと述べているところ、ⅰ）この

うち２人は、同年同月当時は、別会社の厚生年金保険被保険者であることが

確認できること、ⅱ）残りの従業員３人のうちの２人は、「私がＡ社に勤務

していた期間の人数は、申立人を含めて３人だけであったと思う。」、「Ａ

社には、数か月間勤務したが、給与はＢ社から支給されていた。」などと述

べていることから、同年同月当時のＡ社の社員数は、申立人を含めても５人

未満であり、同社は厚生年金保険の強制適用事業所ではなかったことがうか

がえる。 

 さらに、元従業員の１人は、「Ａ社には、Ｂ社を退職した昭和 61 年 11 月

  

  

  



頃から 62 年３月頃まで勤務したが、当時、Ａ社は社会保険に加入していなか

ったと思う。」と述べていることから、同社は、申立期間のうち、昭和 62 年

３月頃までは厚生年金保険に加入していなかった可能性がうかがえる。 

 加えて、申立期間当時のＡ社の事業主である申立人及び同社の当時の顧問

税理士事務所は共に、当時の関係資料を保管していない上、申立人が、社会

保険事務及び給与事務を担当していたと主張する監査役は、既に死亡してい

ることなどから、申立期間における申立人の勤務実態、厚生年金保険の加入

状況、保険料の控除状況等は不明である。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

  

  



鹿児島厚生年金 事案 883 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年頃から 29年頃までのうちの約６か月間 

私は、Ａ社Ｂ工場において、昭和 28 年頃から 29 年頃までの間に、半年    

間ほど勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の加入記録が無い。 

  しかし、Ａ社Ｂ工場で働いていた元同僚は、厚生年金保険の加入記録が

あることから、私も同じように厚生年金保険に加入していたはずである。 

  申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社Ｂ工場に勤務していた複数の元同僚の証言から、期間の特定はできな

いものの、申立人が申立期間当時、当該事業所で勤務していたことがうかが

える。 

 しかしながら、オンライン記録、事業所整理記号等索引簿及び健康保険厚

生年金保険被保険者名簿では、Ａ社Ｂ工場が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、申立期間の途中に当たる昭和 29 年４月１日であることが確認でき

る上、当該事業所に係る被保険者名簿では、申立期間及びその前後に申立人

の氏名は無く、整理番号の欠番も見られない。 

 また、Ａ社Ｂ工場の本社であるＡ社では、「Ａ社Ｂ工場が昭和 22 年から

33 年まで稼働していたことは確認できるが、当時の関係書類を保管していな

いことなどから、申立期間における厚生年金保険の適用状況、申立人の勤務

実態、厚生年金保険の加入状況、保険料の控除状況等は不明である。」と回

答している。 

 さらに、申立人が、申立期間当時一緒に仕事をしていたとして氏名を挙げ

た複数の元同僚のうち、連絡の取れた二人に聴取したところ、期間の特定は

  

  

  



できないものの、申立人がＡ社Ｂ工場に勤務していたことはうかがえるが、

申立人に係る厚生年金保険の加入の有無や、厚生年金保険料の控除について

の証言は得られなかった。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  



鹿児島厚生年金 事案 884 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月 10日から 41年１月 10日まで 

私は、申立期間当時、Ａ社に勤務し、工場で作業を行ったり、社長と一    

緒に出来上がった商品を届けたりしたことを覚えている。 

 申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立てに係る事業所の所在地について、「Ｂ県Ｃ市Ｄ町にあっ

た。」と述べているほか、その周辺の状況等についても鮮明に記憶している

ところ、申立期間当時、申立人と同居し、申立人に当該事業所を就職先とし

て紹介したとするその兄は、「弟が勤務していたＡ社の所在地は、弟が述べ

ているとおりの場所にあったと思う。」と述べている。 

 しかしながら、オンライン記録では、Ｂ県Ｃ市Ｄ町に、Ａ社という名称の

厚生年金保険の適用事業所は確認できない上、同所在地を管轄する法務局に

照会したものの、当該事業所に係る商業登記簿謄本を確認できない。 

 また、申立人が述べる所在地とは異なるものの、同一市内に申立ての事業

所と同じＡ社という名称の事業所、及び当該事業所に類似する名称の事業所

が、厚生年金保険の適用事業所として確認できるところ、いずれの事業所の

事業所別被保険者名簿においても、申立期間及びその前後に申立人の氏名は

確認できない。 

 さらに、申立人が申立期間当時の元同僚として姓のみを挙げた５人、及び

氏名を挙げた１人の計６人のほか、申立人の兄が氏名を挙げた元事業主につ

いても、申立てに係る事業所が厚生年金保険の適用事業所であることを確認

できないことから、その所在が確認できず、申立てに関する証言等を得られ

  

  

  



ない。 

 加えて、申立人の当該事業所に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、

ほかに申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

  



鹿児島厚生年金 事案 885 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年 10月 10日から 44年３月１日まで 

         ② 昭和 45年 10月１日から 46年４月１日まで     

    私は、申立期間①については、Ａ社を退職したいと事業主に申し出たも

のの慰留され、そのまま勤務した。また、申立期間②については、その直

前に勤務していた事業所を退職する際にＡ社の事業主から勧誘があって、

再び同社に入社した時期である。当時は扶養家族もあり、健康保険証が支

給されていたので、厚生年金保険に加入していたはずである。 

 申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社は、平成 11 年７月 21 日付けで厚生年金保険の適用事業所ではなくな

っており、元事業主も既に死亡していることから、申立期間①及び②におけ

る申立人の勤務実態、厚生年金保険の加入状況、保険料の控除状況等が不明

である。 

 また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人の資格記録に訂正や

取消しが行われた形跡は無く、オンライン記録と一致している上、申立期間

①及び②、並びにその前後の期間に申立人の氏名は確認できない。 

 さらに、申立人の雇用保険の加入記録では、Ａ社の離職日は、オンライン

記録上の厚生年金保険の資格喪失日（昭和 43年 10月 10日）と一致している

ことから、社会保険事務所(当時)と公共職業安定所の双方が、申立期間①に

係る申立人の被保険者資格を誤って処理することは考え難い上、申立期間②

については、雇用保険の加入記録も確認できない。 

 加えて、Ａ社において、申立期間①及び②を含む期間中に厚生年金保険の

  

  

  



加入記録のある元同僚（申立人が氏名を挙げた二人を含む。）のうち、連絡

の取れた一人の証言から、申立人が同社に勤務していたことはうかがえるも

のの、申立人の厚生年金保険の加入の有無に関する証言は得られなかった。 

 このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

  

 




